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６②、改正法附則１二
十一、33 、47 、
改正措令附則１七、18
⑩⑪、28⑦、改正措規
附則9④、12③） 

 

区  分 改 正 前 改 正 後 

多 階 建 て 床面積2,000㎡以上 床面積3,000㎡以上 

 

平 屋 建 て 床面積1,000㎡以上 床面積1,500㎡以上 

冷 蔵 倉 庫 容積2 , 0 0 0�以上 容積3 , 0 0 0�以上 

貯 蔵 槽 倉 庫 容積4 , 5 0 0�以上 容積6 , 0 0 0�以上  

に取得等をしたものに
ついては、従来どおり
適用されます。 
 

(23) 植林費の損金算入
の特例（措法52、68の
38、旧措法50） 

○ 適用期限が平成19年３月31日まで２年延長されました。 
 

－ 

(24) 鉱工業技術研究組
合等に対する支出金の
特別償却（旧措法52、
68の39、改正法附則33

、47 、旧措令39の
68） 

○ 適用期限（平成17年３月31日）の到来をもって、この特別償却
制度が廃止されました。 

 
 

平17.4.1前に支出した
費用又は負担金につい
ては、従来どおり適用
されます。 

 

Ⅲ 引 当 金 ・ 準 備 金 制 度 に 関 す る 改 正 
 

○ 引当金・準備金制度について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

(1) 海外投資等損失準備
金（措法55④三･⑨⑱、
68の43④三･⑧⑮、措令
32の２⑬⑯ 、39の72
⑨⑰、改正法附則34①、
48①、改正措令附則19
①、29①） 

○ 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人（資源開発
投資法人に該当するものを除きます。）に特定法人の株式等又は
資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、海外投資等損
失準備金を取り崩すこととされました。 

平17.4.1以後に適格現
物出資により外国法人
である被現物出資法人
に移転する特定法人の
株式等又は債権につい
て適用されます。 

(2) 特定災害防止準備金
（措法55の６①⑨、68
の45①⑧） 

○ 適用期限が平成19年３月31日まで２年延長されました。 
 

－ 
 

(3) 特定都市鉄道整備準
備金（旧措法56、68の
47、旧措令32の９、39
の75、旧措規21の６、
22の48、改正法附則１
二、34②、48②、改正
措令附則１二、19②③、
29②、改正措規附則１
二、10①、13①） 

○ 整備事業計画の認定期限（平成17年９月30日）の到来をもって、
この準備金制度が廃止されます。 

   

平17.10.1前に認定を受
けた整備事業計画に係
る特定都市鉄道整備準
備金については、従来ど
おり適用されます。 
 

(4) 電子計算機買戻損失
準備金(措法57①､68の
50①） 

○ 適用期限が平成19年３月31日まで２年延長されました。 
 

－ 
 

(5) 日本国際博覧会出展
準備金(旧措法57の2､
68の52､旧措令33の2､
39の80､旧措規21の10､
22の53､改正法附則34
③､48③､改正措令附則
19④､29③､改正措規附
則10②､13②） 

○ 適用期限（平成17年３月24日）の到来をもって、制度が廃止さ
れました。 

   

日本国際博覧会出展準
備金を有する法人の平
18.3.24を含む事業年度
等以前の事業年度等の
所得の金額の計算につ
いては、従来どおり適用
されます。 

(6) 使用済燃料再処理準
備金（措法57の３、68
の53、措令33の３、39
の81、旧措法57の３、
68の53、旧措令33の３、
39の81、旧措規21の11、
22の54、改正法附則１
二十五、34④～⑭、48
④～⑫、改正措令附則
１十四、19⑤～⑦、29
④、改正措規附則１十
二） 

○ 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の
積立て及び管理に関する法律の制定に伴い、同法の特定実用発電
用原子炉設置者等が使用済燃料の再処理等に要する費用の支出
に充てるため、同法の規定により資金管理法人に使用済燃料再処
理等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を
損金の額に算入するという外部積立方式の制度に改組されまし
た。 

  なお、この法律の施行の際現に使用済燃料がある特定実用発電
用原子炉設置者が、その施行の日を含む事業年度開始の日以後15
年以内の日を含む各事業年度において、資金管理法人に積み立て
た金額のうち使用済燃料再処理等積立金とみなされる金額に相
当する金額以下の金額を損金の額に算入することとされました。 

原子力発電における使
用済燃料の再処理等の
ための積立金の積立て
及び管理に関する法律
の施行の日以後に終了
する事業年度等分の法
人税について適用され
ます。 
なお、同日において改正
前の規定により積み立
てた使用済核燃料再処
理準備金の金額を有す 

普通 

倉庫 
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  る場合には、同日を含む
事業年度開始の日以後
15年以内の日を含む各
事業年度等において均
等に取り崩して益金の
額に算入することとさ
れています。 

(7) 保険会社等の異常危
険準備金（措法57の５、
68の55、措令33の５⑳、
39の83⑳、改正措令附
則15） 

○ 損害保険会社等の火災保険等に係る準備金の特例積立率が
４％（改正前は３％）に引き上げられました。 

平17.4.1以後に開始す
る事業年度等分の法人
税について適用され、同
日前に開始した事業年
度等分の法人税につい
ては従来どおり適用さ
れます。 

(8) 中小企業等の貸倒引
当金の特例（措法57の
９②、68の59②） 

○ 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の繰入限度額につい
て、通常の繰入限度額の116％とする特例が、平成19年３月31日
まで２年延長されました。 

－ 
 
 

(9) 農用地利用集積準備
金（措法61の２①、68
の64①） 

○ 適用期限が平成19年３月31日まで２年延長されました。 － 
 

 

Ⅳ 資産譲渡の場合の課税の特例制度に関する改正 
 

○ 資産譲渡の場合の課税の特例制度について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

(1) 土地の譲渡等がある
場合の特別税率（措法
62の３④七･八･十一･
十四、68の68④、措令
38の４⑫三･⑰⑱ 、旧
措令38の４⑫三･⑬三、
措規21の19②七･④、旧
措規21の19②二ハ） 

○ 適用除外となる土地等の譲渡の範囲について、次の改正が行わ
れました。 

 イ  都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る一定の都市
再生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡で、その
譲渡に係る土地等がその都市再生整備事業の用に供されるも
のが追加されました。 

ロ マンションの建替えの円滑化等に関する法律のマンション
建替事業の施行者に対する隣接施行敷地の譲渡について、その
対象となる施行マンションに、土地収用事業等の施行によりい
わゆる既存不適格建築物とされるものが追加されました。 

ハ 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である区
画整理会社に対するその区画整理会社の株主又は社員の有す
る土地等の譲渡が、適用除外の対象とされる次の土地等の譲渡
から除かれました。 
① 一定の一団の宅地の造成を行う法人に対する土地等の譲
渡 

② 宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅
建設の用に供される一定の一団の宅地の造成を行う法人に
対する土地等の譲渡 

ニ 一定の業務を行う民間都市開発推進機構に対する土地等の譲
渡が、当該業務の適用期限(平成17年３月31日）の到来をもって
除かれました。 

本措置は、平10.1.1から
平20.12.31までの間の
土地の譲渡等について
は適用しないこととさ
れています。 

(2) 収用等に伴い代替資
産を取得した場合の課
税の特例（措法64①三、
68の70①、措令39⑥、
改正法附則１二十三、
35①、49①） 

 
 
 
（措法64②二、68の70
②、措令39⑱二、改正
措令附則１十、20①） 

○ 適用対象から次のものが除かれました。 
イ 土地区画整理法による土地区画整理事業（施行者が区画整理
会社であるものに限ります。）の施行に伴い、その区画整理会
社の株主又は社員である者が、その有する土地等に係る換地処
分により一定の清算金を取得する場合 

 
 
 
 
ロ 土地区画整理法による土地区画整理事業（施行者が区画整理
会社であるものに限ります。）の施行に伴い、土地等が買い取
られることとなったことにより、その土地の上にあるその区画
整理会社の株主又は社員の有する資産につき、取壊し又は除去
をしなければならなくなった場合において、その資産の損失に
つき補償金を取得する場合 

 
都市再生法等一部改正
法の施行の日以後に行
う土地等の譲渡に係る
法人税について適用さ
れ、同日前に行った土地
等の譲渡に係る法人税
については、従来どおり
適用されます。 
都市再生法等一部改正
法の施行の日以後に補
償金を取得する場合に
ついて適用され、同日前
に補償金を取得した場
合については、従来どお
り適用されます。 
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(3) 特定住宅地造成事業
等のために土地等を譲
渡した場合の所得の特
別控除（措法65の４①
十、68の75①、措令39
の５⑯、措規22の５①
十二、改正法附則35③、
49③） 

 
 （旧措法65の４①二、
68の75①、旧措令39の
５④、旧措規22の５①
二ホ、改正法附則35②、
49②） 

 （旧措法65の4①十七､
68の75①、旧措規22の
５①二十二、改正法附
則35④、49④） 

 （旧措法65の4①十八、
68の75①、旧措令39の
５ 、旧措規22の５①
二十三･⑳、改正法附則
35⑤、49⑤） 

 
 
 （措法65の４①二十、
68の75①、措令39の５
、改正法附則１二十

三、35⑥、49⑥） 
  
 
（措法65の４①三、68
の75①、措令39の５⑦、
改正措令附則１十、20
②） 

 

○ 適用対象に、地方公共団体又は一定の景観整備機構が景観計画
に定められた景観重要公共施設の整備に関する事業の用に供す
るために、その景観計画の区域内にある土地等がこれらの者に買
い取られる場合が追加されました。 

 
 
 
 
○ 適用対象から次のものが除かれました。 
 イ 地方公共団体が住宅又は生活関連施設の整備改善を図るた

めに行う事業で一定のものの用に供するために土地等が買い
取られる場合 

 
 
 ロ 日本道路公団法第19条第１項第５号に規定する施設の用に

供するために土地等が日本道路公団に買い取られる場合 
 
 
 ハ 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第２項

第４号に規定する道路となるべき区域内の一定の土地等が民
間都市開発推進機構に買い取られる場合 

 
 
○ 土地区画整理法の改正に伴い、適用対象から次のものが除かれ
ました。 

 イ 土地区画整理法による土地区画整理事業（その施行者が区画
整理会社であるものに限ります。）が施行された場合において、
その区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地
等の上に存する建物等が建築基準法第３条第２項に規定する
建築物等に該当していることにより、その土地等につき換地が
定められなかったことに伴い清算金を取得する場合 

 ロ 一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事
業として行われる場合で、その土地区画整理事業（施行者が区
画整理会社であるものに限ります。）の施行に伴い、その区画
整理会社の株主又は社員である者の有する土地等がその区画
整理会社に買い取られる場合 

平17.4.1以後に行う土
地等の譲渡に係る法人
税について適用されま
す。 
 
 
 
 
平17.4.1前に行った土
地等の譲渡に係る法人
税については、従来どお
り適用されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市再生法等一部改正
法の施行の日以後に行
う土地等の譲渡に係る
法人税について適用さ
れ、同日前に行った土地
等の譲渡に係る法人税
については、従来どおり
適用されます。 

(4) 農地保有の合理化の
ために農地等を譲渡し
た場合の所得の特別控
除（措法65の５①三、
68の76、措規22の６④
六、改正法附則１二十
四、35⑦、49⑦） 

○ 適用対象に、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内
にある一定の土地等を農業経営基盤強化促進法に規定する勧告
に係る協議により、その勧告を行った市町村の長がその協議を行
う者として定めた特定農業法人に譲渡した場合が追加されまし
た。 

 
 

農業経営基盤強化促進
法等の一部を改正する
法律の施行の日以後に
行う土地等の譲渡に係
る法人税について適用
されます。 

(5) 特定の資産の買換え
の場合の課税の特例 
（措法65の７①十四、
68の78①十二、措令39
の７⑨⑩、39の106②
③、措規22の７⑧八、
22の69⑥八、改正措令
附則１六、20③、30） 

 
 
（措法65の７①十六、
68の78①十四、措令39
の７⑯、39の106⑦、措
規22の７④⑧十一・十
二、22の69②⑥十一・
十二、旧措法65の７①
十六、68の78①十四、
改正法附則１二十四、
35⑧～⑩、49⑧⑨） 

 
 
 

○ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物の建築のた
めの買換えに係る措置について、特定民間再開発事業の範囲に、
都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る都市再生整備事
業が追加されました。 

 
 
 
 
 
 
○ 農用地区域等内の土地等の買換えに係る措置につき、次の改正
が行われました。 
イ 農業経営基盤強化促進法の認定に係る特定農用地利用規程
に定める特定農業法人（以下「特定農業法人」といいます。）
の譲渡資産は、農用地区域等内にある土地等のうち、その特定
農用地利用規程に定められた農用地利用改善事業の実施区域
外にある土地等で、農業振興地域の整備に関する法律に規定す
るあっせんその他一定の手続により譲渡される土地等に限る
こととされました。 

ロ 特定農業法人の買換資産は、農用地区域等内にある土地等の
うち、特定農用地利用規程に定められた農用地利用改善事業の
実施区域内にある土地等に限ることとされました。 

都市再生法等一部改正
法附則第１条ただし書
に 規 定 す る 日 （ 平
17.4.27）以後に行う資
産の譲渡に係る法人税
について適用され、同日
前に行った資産の譲渡
に係る法人税について
は、従来どおり適用され
ます。 
 
 
平17.4.1以後に行う資
産の譲渡に係る法人税
について適用され、同日
前に行った資産の譲渡
に係る法人税について
は、従来どおり適用され
ます。 
同 上 
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ハ 特定農業法人の買換資産に、農業経営基盤強化促進法第27条
の３に規定する勧告に係る協議により取得する農用地区域等
内にある土地等が追加されました。 

 

農業経営基盤強化促進
法等の一部を改正する
法律の施行の日以後に
取得する資産について
適用されます。 

(6) 認定事業用地適正化
計画の事業用地の区域
内にある土地等の交換
等の場合の課税の特例
（措法65の13①、68の
84①） 

○ 適用期限が平成19年３月31日まで２年延長されました。 － 

 

Ⅴ  税 額 の 計 算 に 関 す る 改 正 

 

１ 教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設 

〔創設された制度の概要〕 

この制度は、次に掲げる２つの仕組みから構成されています。 

イ 増加教育訓練費の税額控除制度 

この制度は、青色申告書を提出する法人（以下「青色申告法人」といいます。）の平成17年４月１日か

ら平成20年３月31日までの間に開始する各事業年度（設立事業年度等を除きます。ロにおいて同じ。）の

損金の額に算入される教育訓練費の額(注)が比較教育訓練費の額を超える場合には、その超える部分の金

額の25％相当額を法人税額から控除するというものです（措法42 の 12①）。 

なお、控除を受ける金額は、当該事業年度の所得に対する法人税額の10％相当額が限度となります。 

(注) 教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります（以

下同じ。）。 

ロ 中小企業者等の教育訓練費の総額に係る税額控除制度 

この制度は、青色申告法人である中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等について、上記イの増

加教育訓練費の税額控除制度の適用を受けることに代えて、平成17年４月１日から平成20年３月31日ま

での間に開始する各事業年度の損金の額に算入される教育訓練費の額の総額に一定の税額控除割合を乗じ

て計算した金額を法人税額から控除するというものです（措法42 の 12②）。 

なお、控除を受ける金額は、当該事業年度の所得に対する法人税額の10％相当額が限度となります。 

これらの制度の概要は、次のとおりです。 

(1) 増加教育訓練費の税額控除制度 

イ 適用対象となる教育訓練費の範囲 

    この制度の適用対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人（その法人の役員と特殊の関係のある者

及び使用人兼務役員を除きます。）の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出す

る費用で、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次のものをいいます（措法 42 の 12③二、措令 27 の 12

③、措規20の５の３①～③）。 

 区         分 対 象 と な る 教 育 訓 練 費 

① 法人がその使用人に対して教育、訓練、研修、
講習その他これらに類するもの（以下「教育訓
練等」といいます。）を自ら行う場合 

・ 教育訓練等のために講師又は指導者（その法人
の役員又は使用人である者を除きます。）に対し
て支払う報酬、旅費などの費用及び専門的知識を
有する者に対して支払う教育訓練等に関する計
画又は内容の作成の委託費用 

・ 教育訓練等のための施設、設備その他の資産の
賃借費用及びコンテンツの使用料 

② 法人から委託を受けた他の者（その法人との
間に連結完全支配関係がある他の連結法人を
含みます。）が教育訓練等を行う場合 

・ 教育訓練等のために当該他の者に対して支払う
費用 

 

③ 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練
等に参加させる場合 

・ 授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の
者が行う教育訓練等に対する対価として支払う
もの 

④ 法人が教育訓練等の用に供する教科書その ・ 教科書等の教材の購入に要する費用又はその製 




